
○大樹町重層的支援体制整備事業実施要綱 

令和６年４月１日告示第３８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第106条の４第１項

の規定に基づき、複雑化・複合化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する

世帯（以下「支援対象者等」という。）の課題を把握し、支援関係機関との連携等により、その課

題を解決していくため、重層的支援体制整備事業（以下「事業」という。）について、必要な事項

を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体（以下「実施主体」という。）は、大樹町とする。ただし、事業の実施に当

たっては、その一部を社会福祉協議会その他適切に事業を実施することができると町長が認めるも

のに委託することができるものとする。 

（事業内容） 

第３条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 支援対象者等に対する支援事業 

ア 包括的相談支援事業 

イ 地域づくり事業 

ウ 多機関協働事業 

エ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

オ 参加支援事業 

カ 支援プランの作成 

(２) 庁内の関係課及び関係機関の間のネットワークの構築 

(３) 支援対象者等に関する情報の共有及び支援対象者等への支援方法の調整 

(４) 地域に不足する新たな社会資源の創出 

(５) 前各号に掲げるもののほか、地域におけるネットワークの構築を図るために必要となる事業

で、町長が必要と認める事項 

２ 前項の事業の実施に当たり、支援機関の役割分担及び全体の支援の方向性を定めるためのプラン

を作成し、その共有及びモニタリングのため必要に応じて支援会議又は重層的支援会議を開催する

ものとする。 

３ 単独の相談支援機関では対応が難しい支援対象者等の支援の方向性の整理を行うため、支援関係

機関との多機関協働による包括的支援体制構築に伴うネットワーク会議を開催するものとする。 

（包括化推進員の設置） 

第４条 実施主体は、事業を実施するために包括化推進員（以下「推進員」という。）を設置するも

のとする。 

２ 推進員は、専門職（各相談窓口の相談員）との情報共有、支援困難事例の多機関協働事業推進の



フォロー及び支援者のバックアップを行うため、必要に応じて相談員支援会議を開催するものとす

る。 

（実施計画の策定） 

第５条 事業の実施に当たっては、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層

的支援体制整備事業実施計画を策定するものとする。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


